
観光２次交通バス停等環境整備事業 Ｑ＆Ａ 

 

問１ 本事業の補助対象となる観光客の立ち寄りが多い観光地域・観光施設

等のバス停等とはどのようなものでしょうか。 

 

  

○ 日頃から観光客がよく訪れる観光地域・施設等のバス停のことを指してお

りますが、申請書類だけでは判断がつかない場合は、別途観光客とのつなが

りを証明してもらう必要があります。 

 

問２ 本事業の対象となる期間は、いつからいつまでしょうか。 

 ○ 本補助事業は、国の重点支援地方交付金を活用して実施をしております。 

   このため、補助対象期間は、令和５年５月１日から令和７年２月末日（事 

業完了期限）までとなります。 

 

 

問３ 補助金の交付申請期限はいつまででしょうか。 

 ○ 令和６年 10 月 31 日（木）となります。 

   ただし、予算の上限に達し次第、早めに受け付けを終了する場合がありま 

すので、あらかじめご了承ください。 

 

 

問４ 別事業での補助を受けています（受ける予定がある）が、この場合、 

本補助事業の交付対象となるでしょうか。 

 ○ 本補助金交付要綱別表の「補助率」に定めるとおり、国庫補助を受けてい 

る場合でも、本補助事業の交付を受けることはできますが、この場合、国庫 

補助と県（本補助事業）を足した財政支援が、8/10 を上限となります。 

 

（例）別途国庫補助を受けて、本補助事業の交付申請を行う場合 

①バス停等整備 

 全体経費 300 万円 国庫補助 150 万円 本補助事業 90 万円 

 →財政支援は 8/10 となる 240 万円 

 

②サイネージ等設置 

 全体経費 100 万円 国庫補助 なし  本補助事業 80 万円 

 →財政支援は 8/10 となる 80 万円 

 



 

問５ 自己負担となる２割について、バス停近くの観光施設・店舗などから

の協賛金を充当してもよいでしょうか？ 

 ○ 充当して差し支えありません。 

 

 

 

問６ バス停等が目の前にないため、交通情報を案内するためのサイネージ

等をホテル内に設置したいが、宿泊施設でも本補助事業の申請は可能で

しょうか。 

 ○ 申請は可能です。 

 

 

 

 

問７ バス停の上屋の整備ではなく、既存の上屋の改修やベンチの設置のみ

でも申請は可能か。 

 ○ 申請は可能です。 

 

 

 

問８ サイネージを設置したいが、バス停の上りと下り２箇所に設置したい

が、２箇所分の申請は可能でしょうか。 

   また、複数のバス停の上屋整備やサイネージを整備したいが、申請は

可能でしょうか。 

 ○ いずれの場合も申請は可能です。 

   ただし、本事業では、多くの事業者に対し、補助金を交付したいため、事 

業個所が異なる場所（バス停の上り・下りは事業個所が同じとみなす）につ 

いては、優先順位が高い実施個所について、補助金を申請してください。 

   その後、申請状況や予算等を鑑み、２か所目の実施個所についても、補助 

金が交付できるかどうかの判断をしたいと思います。 

 

 

 

 

 


